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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
機器本体に閉蓋状態からスライドさせてロック解除後に回動させることにより開蓋可能に
構成した蓋開閉装置であって、
蓋は、先端に回動軸部を有するアームと、当該蓋の前記アームと反対位置に設けた閉蓋時
のロック部を一体に形成し、
前記蓋を取付る機器本体側には、開蓋時に前記アームの回動軸部を挿入し回動支持するア
ーム回動支持部と、閉蓋時に回動軸部を保持する球面状のアーム保持部と、前記蓋のロッ
ク部の係合部を設け、
前記蓋の閉蓋移行時に、前記アームの回動軸部がアーム回動支持部よりスライドされてア
ーム保持部により保持されると共に、前記ロック部が係合部に係合されてロック状態とな
り、さらに前記アーム保持部は、前記アームの回動軸部が前記アーム回動支持部よりスラ
イドされてアーム保持部により保持される際、前記アームが弾性変化し、前記アーム保持
部の球面状の頂点より奥側へのスライド移動時に当該弾性力により引き込むように構成し
たことを特徴とする蓋開閉装置。
【請求項２】
機器本体に閉蓋状態からスライドさせてロック解除後に回動させることにより開蓋可能に
構成した蓋開閉装置であって、
蓋は、先端に回動軸部を有するアームと、当該蓋の前記アームと反対位置に設けた閉蓋時
のロック部を一体に形成し、
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前記蓋を取付る機器本体側には、開蓋時に前記アームの回動軸部を挿入し回動支持するア
ーム回動支持部と、閉蓋時に回動軸部を保持するアーム保持部と、前記蓋のロック部の係
合部を設け、
前記機器本体側のアーム回動支持部は、蓋のアーム挿入時に弾性変形して当該アームを挿
入可能な弾性リブを設け備え、
前記蓋の閉蓋移行時に、前記アームの回動軸部がアーム回動支持部よりスライドされてア
ーム保持部により保持されると共に、前記ロック部が係合部に係合されてロック状態とな
り、さらに前記回転アームの回転方向に異常な破壊力が加わった際に、前記弾性リブは前
記アームの弾性変形と相まって、前記アームに有する前記回動軸部が係脱するように構成
したことを特徴とする蓋開閉装置。
【請求項３】
機器本体に閉蓋状態からスライドさせてロック解除後に回動させることにより開蓋可能に
構成した蓋開閉装置であって、
蓋は、先端に回動軸部を有するアームと、当該蓋の前記アームと反対位置に設けた閉蓋時
のロック部を一体に形成し、
前記蓋を取付る機器本体側には、開蓋時に前記アームの回動軸部を挿入し回動支持するア
ーム回動支持部と、閉蓋時に回動軸部を保持するアーム保持部と、前記蓋のロック部の係
合部を設け、
前記蓋の閉蓋移行時に、前記アームの回動軸部がアーム回動支持部よりスライドされてア
ーム保持部により保持されると共に、前記ロック部が係合部に係合されてロック状態とな
り、さらに蓋を閉蓋状態からロック解除させるスライド範囲内で操作される検出スイッチ
を機器本体に設けると共に、蓋側の対応位置に前記検出スイッチの操作リブ部を備え、前
記操作リブは、前記蓋のスライドにより前記検出スイッチを押圧することで電気的検出を
可能にするように構成したことを特徴とする蓋開閉装置。
【請求項４】
機器本体に閉蓋状態からスライドさせてロック解除後に回動させることにより開蓋可能に
構成した蓋開閉装置であって、
蓋は、先端に回動軸部を有するアームと、当該蓋の前記アームと反対位置に設けた閉蓋時
のロック部を一体に形成し、
前記蓋を取付る機器本体側には、開蓋時に前記アームの回動軸部を挿入し回動支持するア
ーム回動支持部と、閉蓋時に回動軸部を保持するアーム保持部と、前記蓋のロック部の係
合部を設け、
前記蓋の閉蓋移行時に、前記アームの回動軸部がアーム回動支持部よりスライドされてア
ーム保持部により保持されると共に、前記ロック部が係合部に係合されてロック状態とな
り、さらに前記アームの形状をＵ字形状に一体的に構成し、前記機器本体のアーム回動支
持部は当該アームをスライドし開蓋時に回動するに十分な開口空間を確保し、開蓋状態で
は前記アームのＵ字形状の内面がアーム回動支持部の開口端縁に添うように構成したこと
を特徴とする蓋開閉装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、小型、薄型の携帯機器に用いられる電池蓋等の蓋開閉装置に関するものである
。
【０００２】
【従来の技術】
従来、蓋開閉装置は、別部品による２段階開閉の機構や、開口空間が十分でない構造のも
のがある。
【０００３】
図６は、従来の別部品による２段階開閉の機構を持った蓋開閉装置を示すものである。図
５において、蓋２２と回転蓋２６は本体２１の一部を覆う形状であり、蓋２２と回転蓋２
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６とを結合する蓋軸部２７により回転動作する。また本体２１と回転蓋２６は、回転蓋軸
部２３のガイド部をスライドすると共に回転動作する構成を成し、他に係合の為の本体爪
２４と蓋爪２５を有し、蓋のスライド回転機構を構成している。
【０００４】
図７は、従来の別部品による２段階開閉の機構を持った蓋開閉装置の第２の例を示すもの
である。図７において、蓋３２は本体３１の一部を覆う形状であり、蓋３２は回転端子３
６を保持する蓋保持ガイド部３７を設けており、これによりスライド動作する。また本体
３１と回転端子３６は、回転端子軸部３３により構成され回転動作する。他に係合の為の
本体爪３４と蓋爪３５を有し、蓋のスライド回転機構を構成している。
【０００５】
図８、従来の安価な少ない部品で構成した蓋開閉装置を示すものである。図８において、
蓋４２は本体４１の一部を覆う形状であり、蓋４２は回転軸４３を一体的に設けられてお
り、これにより回転動作する。他に係合の為の本体爪４４と蓋爪４５を有し、蓋の回転機
構を構成している。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
このような蓋開閉装置においては、蓋の脱落による紛失を防止すると共に、急激に内部の
物体が脱落するのを防止し、また無意識に取出すことを防止することが必要であるが、内
部の物体を意識的に取出す時に十分な開口空間を確保することが必要である。かつ小型化
、薄型化と安価な少ない部品で構成され、なお且つ多少の破壊力では破損し無い蓋開閉装
置が要求されている。
【０００７】
本発明は、内部の物体を意識的に取出す時には十分な開口空間を確保し、急激に内部の物
体が脱落するのを防止し、また無意識に取出すことを防止すると共に、電気的な開閉検出
を可能とし、なお且つ多少の破壊力では破損し無い、安価な少ない部品で構成されている
蓋開閉装置を提供することを目的としてなされたものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
この課題を解決するために本発明の蓋開閉装置は、請求項１に記載の発明は、機器本体に
閉蓋状態からスライドさせてロック解除後に回動させることにより開蓋可能に構成した蓋
開閉装置であって、蓋は、先端に回動軸部を有するアームと、当該蓋の前記アームと反対
位置に設けた閉蓋時のロック部を一体に形成し、前記蓋を取付る機器本体側には、開蓋時
に前記アームの回動軸部を挿入し回動支持するアーム回動支持部と、閉蓋時に回動軸部を
保持する球面状のアーム保持部と、前記蓋のロック部の係合部を設け、前記蓋の閉蓋移行
時に、前記アームの回動軸部がアーム回動支持部よりスライドされてアーム保持部により
保持されると共に、前記ロック部が係合部に係合されてロック状態となり、さらに前記ア
ーム保持部は、前記アームの回動軸部が前記アーム回動支持部よりスライドされてアーム
保持部により保持される際、前記アームが弾性変化し、前記アーム保持部の球面状の頂点
より奥側へのスライド移動時に当該弾性力により引き込むように構成したものである。こ
れにより、蓋を閉状態にする時に快適な操作感が得られもとともに、確実に保持できると
いう作用を有する。
【０００９】
また、請求項２に記載の発明は、機器本体に閉蓋状態からスライドさせてロック解除後に
回動させることにより開蓋可能に構成した蓋開閉装置であって、蓋は、先端に回動軸部を
有するアームと、当該蓋の前記アームと反対位置に設けた閉蓋時のロック部を一体に形成
し、前記蓋を取付る機器本体側には、開蓋時に前記アームの回動軸部を挿入し回動支持す
るアーム回動支持部と、閉蓋時に回動軸部を保持するアーム保持部と、前記蓋のロック部
の係合部を設け、前記機器本体側のアーム回動支持部は、蓋のアーム挿入時に弾性変形し
て当該アームを挿入可能な弾性リブを設け備え、前記蓋の閉蓋移行時に、前記アームの回
動軸部がアーム回動支持部よりスライドされてアーム保持部により保持されると共に、前
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記ロック部が係合部に係合されてロック状態となり、さらに前記回転アームの回転方向に
異常な破壊力が加わった際に、前記弾性リブは前記アームの弾性変形と相まって、前記ア
ームに有する前記回動軸部が係脱するように構成したものであり、蓋全体の破損を防止す
るという作用を有する。
【００１０】
また、請求項３に記載の発明は、機器本体に閉蓋状態からスライドさせてロック解除後に
回動させることにより開蓋可能に構成した蓋開閉装置であって、蓋は、先端に回動軸部を
有するアームと、当該蓋の前記アームと反対位置に設けた閉蓋時のロック部を一体に形成
し、前記蓋を取付る機器本体側には、開蓋時に前記アームの回動軸部を挿入し回動支持す
るアーム回動支持部と、閉蓋時に回動軸部を保持するアーム保持部と、前記蓋のロック部
の係合部を設け、前記蓋の閉蓋移行時に、前記アームの回動軸部がアーム回動支持部より
スライドされてアーム保持部により保持されると共に、前記ロック部が係合部に係合され
てロック状態となり、さらに蓋を閉蓋状態からロック解除させるスライド範囲内で操作さ
れる検出スイッチを機器本体に設けると共に、蓋側の対応位置に前記検出スイッチの操作
リブ部を備え、前記操作リブは、前記蓋のスライドにより前記検出スイッチを押圧するこ
とで電気的検出を可能にするように構成したものであり、安価な少ない部品で検出スイッ
チ機構を構成できるという作用を有する。
【００１１】
また、請求項４に記載の発明は、機器本体に閉蓋状態からスライドさせてロック解除後に
回動させることにより開蓋可能に構成した蓋開閉装置であって、蓋は、先端に回動軸部を
有するアームと、当該蓋の前記アームと反対位置に設けた閉蓋時のロック部を一体に形成
し、前記蓋を取付る機器本体側には、開蓋時に前記アームの回動軸部を挿入し回動支持す
るアーム回動支持部と、閉蓋時に回動軸部を保持するアーム保持部と、前記蓋のロック部
の係合部を設け、前記蓋の閉蓋移行時に、前記アームの回動軸部がアーム回動支持部より
スライドされてアーム保持部により保持されると共に、前記ロック部が係合部に係合され
てロック状態となり、さらに前記アームの形状をＵ字形状に一体的に構成し、前記機器本
体のアーム回動支持部は当該アームをスライドし開蓋時に回動するに十分な開口空間を確
保し、開蓋状態では前記アームのＵ字形状の内面がアーム回動支持部の開口端縁に添うよ
うに構成したものであり、蓋の回転アームを一体的に構成でき、取出す時の十分な開口空
間を確保するという作用を有する。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下本発明の実施の形態について、図１から図５を用いて説明する。
【００１５】
（実施の形態１）
図１は本発明の第１の実施の形態における蓋開閉装置の組立斜視図、図２は一部破断して
示す部分平面図、図３（ａ）は図２のＡ－Ａ断面図、同（ｂ）は図２のＢ－Ｂ断面図、同
（ｃ）は図２のＣ－Ｃ断面図、図４は蓋の閉蓋直前後の状態の断面図、図５は蓋を完全に
解放した状態の平面図を示している。
【００１６】
図１から図５において、１は機器本体、２は蓋であり、ここで機器本体１は仮想線で示す
もう一方の本体１ａと共に、全体として薄型の携帯用の機器本体を構成し、蓋２は例えば
電池収納部用の蓋である。Ｄは電池収納部を示し、機器本体１の両側に有している。
【００１７】
蓋２は、その幅が機器本体１と同等の幅を有し、先端に回動軸部（図２，図３参照）を有
する一対のアーム３を設け、内面におけるアーム３と反対側後方位置には蓋２の後方ロッ
ク部となる爪４を設け、内面の先端近傍にはスイッチ操作部となるリブ５を、また先端中
央部には蓋２のスライド方向固定用の固定リブ６と蓋２の前方ロック部となる保持用の保
持リブ７を設け、両側には蓋２のスライド時の位置決め用ガイドリブ８を設けている。ア
ーム３は、その側面がＵ字状に形成され、先端に当該アーム３の回動軸３ａを一対のアー
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ムの内方に突出形成し、Ｕ字状の凹部３ｂと後部の傾斜基端部３ｃを形成している。また
、爪４は、ほぼ４５度の傾斜をもって形成し、その先端４ａが前方に傾斜され、内部側斜
面４ｂがロック用の係合部となるものである。
【００１８】
一方、機器本体１は、前述の蓋２に設けた種々の形状に対応して、アーム３を挿入し回動
支持するアーム回動支持部となる支持孔９と、爪４を保持する係合部１０と、スイッチ操
作用リブ５の挿入用スリット１１と、固定リブ６を係合するための凸リブ１２及び保持リ
ブ７の挿入用の孔１３と、ガイドリブ８を摺動ガイドするガイド部としての段部１４と、
支持孔９の一方の側部に形成した弾性リブ１５を一体的に設けている。また、アーム３の
先端の回動軸を保持するアーム保持部となる球面状の凸部１６を、機器本体１に一体に設
けられたリブ１６ａに形成している。
【００１９】
支持孔９は、入り口にアーム３の挿入時のガイドとなる傾斜部９ａを設けると共に、その
入り口に続く後端はアーム３のスライド時に傾斜基端部３ｃが当接するストッパ部９ｂと
し、更に機器本体１の端縁１ｂの内部に続く空間部９ｃを有する。したがって、アーム３
を支持孔９に挿入する場合は、左右は弾性リブ１５と機器本体１の端縁１ｂとの範囲Ｈ１
と、前後は機器本体１の他の端縁１ｃとストッパ９ｂとの範囲Ｈ２によって形成される孔
（図２（ｂ）参照）に挿入されることとなる。ここで、アーム３の幅は、範囲Ｈ１とほぼ
同等で容易にスライドできる寸法に構成し、回動軸３ａの突出部が余分となるので、アー
ム３を挿入する際には、回動軸３ａの突出分だけ左右の弾性リブ１５をそれぞれ外方に変
形させることにより、行うことができる。
【００２０】
係合部１０は、爪４を挿入する孔１０ａと、爪４内部側斜面４ｂが係止される端縁１０ｂ
と、ほぼ４５度の傾斜をもって形成された傾斜部１０ｃとを設けている。そして、蓋２の
閉蓋状態では図３（ａ）に示すように爪４内部側斜面４ｂが係合部１０の端縁１０ｂに係
合保持されている。そして、開蓋時に蓋２を後方にスライドさせることにより、図４に示
すように係合を外すことができる。
【００２１】
機器本体１には、スイッチ１７を実装した基板１８が取付けてあり、スイッチ１７はスリ
ット１１に対応する位置に配置され、蓋２の閉蓋時にスイッチ操作用リブ５がスリット１
１を貫通して当該スイッチ１７が操作された状態となるようになっている。また、蓋２の
閉蓋状態では、図３（ａ）に示すように、基板１８と機器本体１の壁面との間に、蓋２の
アーム３が狭持されている構成となっている。
【００２２】
また、凸リブ１２は、図３（ｂ）に示すように、蓋２の閉蓋時に固定リブ６が係合されて
、当該蓋２の後方への移動を阻止するものであり、孔１３に挿入された蓋２の保持リブ７
は機器本体１の端部１ｄにおいて蓋２の上方への移動を阻止するものである。
【００２３】
ここで、閉蓋時には、図３（ｂ）に示すように、蓋２の後端縁２ａは機器本体１の後部に
形成した傾斜縁部１ｅに当接され、閉蓋状態が保持されている。この状態から開蓋するに
は、蓋２の先端部の固定リブ６近傍の上面に形成した凹凸部又は粗面部よりなる蓋操作部
２ｂを指先で押しながら後方にスライドするものである。
【００２４】
以上のように構成された蓋開閉装置について、以下、その動作について説明する。まず、
閉蓋状態では、蓋２のアーム３は、機器本体１と基板１８に狭持されている。それと共に
、爪４の係合部１０への係合による後方のロックと、保持リブ７の機器本体１端部１ｄへ
の係合による前方のロックとにより浮き方向の保持を行う。また、固定リブ６と凸リブ１
２の係合と、アーム３の回動軸３ａとアーム保持部ｋ凸部１６の係合により、スライド方
向の保持を行っている。これにより、基板１８上に実装されているスイッチ１７のレバー
を、蓋２に設けた操作リブ５が、機器本体１上のスリット１１を通して押圧することがで
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きる。この閉蓋状態が、図３に示す各図の状態である。
【００２５】
つぎに、蓋２を後方にスライドさせることにより、半開状態にしたものが、図４に示すス
ライド開状態である。この状態は、閉蓋状態から、蓋２を手動にて蓋２の操作部２ｂを後
方に、蓋２のガイドリブ８をガイド部としての段部１４に添って摺動ガイドすることによ
り行うものである。すなわち、図４に示す矢印イの方向に移動させることにより閉蓋状態
からスライド開状態に、また矢印ロの方向に移動させることによりスライド開状態から閉
蓋状態に変化する。またその際、蓋２の爪４を有する後方は、係合部１０の傾斜部１０ｃ
及び機器本体１の傾斜縁部１ｅにより４５度方向（すなわち開蓋時は矢印ハ方向、閉蓋時
は矢印ニ方向）に移動変化し、蓋２の先端部ではアーム３のＵ字状部の後部の傾斜基端部
３ｃがストッパ９ｂに当接する位置までスライド移動変化する。これにより、閉蓋時に操
作状態にあった基板１８上のスイッチ１７は、操作リブ５が移動することにより操作状態
が解除され、このスライド開状態で電気的検出を行うことができ、すなわち蓋２の完全な
開蓋状態に変化する前に検出可能となる。
【００２６】
さらに、図５に示す完全開蓋状態は、前述の図４に示すスライド開状態から、アーム３の
先端の回動軸３ａ部分を支点として回転させることにより行うことができる。その際、ア
ーム回動支持部を構成する支持孔９部分において、アーム３先端の回動軸３ａが空間部９
ｃで機器本体１の端縁１ｂから外れることなく、図５に示す矢印ホ方向に回動されること
により、蓋２の先端縁２ｃが機器本体１上面に当り、さらに回動させることにより蓋２の
先端縁２ｃが支点となり、回動軸３ａが機器本体１の端縁１ｂの内面に当るまで開くこと
ができ、その状態が図５に示す状態である。この状態で、電池等の物体を意識的に取出す
時に十分な開口空間を確保することができる。この状態から、図４に示すスライド開状態
に戻すには、蓋２を矢印ヘ方向に回動させることにより行う。
【００２７】
つぎに、この図５に示す完全開蓋状態において、更に、矢印ホ方向に力を加えた場合、機
器本体１に一体的に設けた弾性リブ１５と回転アーム３が共に弾性変化することにより、
アーム３の回動軸３の凸部が機器本体１の端縁１ｂから外れて、機器本体１及び蓋２全体
の破損を防止することができる。
【００２８】
以上のように本実施形態によれば、内部の物体を意識的に取出す時には十分な開口空間を
確保し、急激に内部の物体が脱落するのを防止し、また無意識に取出すことを防止すると
共に、電気的な開閉検出を可能とし、なお且つ多少の破壊力では破損し無い、少ない部品
で安価に構成される蓋開閉装置とすることができるものである。
【００２９】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、内部の物体を意識的に取出す時には十分な開口空間を確保
し、急激に内部の物体が脱落するのを防止し、また無意識に取出すことを防止すると共に
、少ない部品で安価に構成され、機器本体の小型化、薄型化を可能にし、容易に蓋を開閉
したり脱落したりすることを防止できる蓋開閉装置が得られるという有利な効果が得られ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態による蓋開閉装置の組立斜視図
【図２】同一部破断して示す部分平面図
【図３】同図２における各指示線断面図
【図４】同蓋の閉蓋直前後の状態であるスライド開状態の断面図
【図５】同開蓋状態の断面図
【図６】従来の別部品による２段階開閉の機構を持った蓋開閉装置の組立斜視図
【図７】従来の別部品による２段階開閉の機構を持った蓋開閉装置の第２の例の組立斜視
図
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【図８】従来の安価な少ない部品で構成した蓋開閉装置の組立斜視図
【符号の説明】
１　　機器本体
２　　蓋
３　　アーム
３ａ　回動軸
４　　爪
５　　操作リブ
６　　固定リブ
７　　保持リブ
８　　ガイドリブ
９　　支持孔
１０　係合部
１１　スリット
１２　凸リブ
１４　ガイド用段部
１５　弾性リブ
１６　アーム保持部となる凸部
１７　スイッチ
１８　基板

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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